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一時会計監査人の選任について 

  当社は、平成 18 年 8 月 1 日開催の監査役会において、中央青山監査法人を当社の一時会計監査

人に選任することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 
 

記 
 
１．選任の理由 

当社の会計監査人であります中央青山監査法人は、平成 18 年 5 月 10 日付で金融庁から、平

成 18 年 7 月 1 日から平成 18 年 8 月 31 日までの 2 ヶ月間の業務停止処分を受けました。これに

より平成 18 年 7 月 1 日をもって会計監査人の資格を喪失し、当社の会計監査人を退任いたしま

した。 
 なお、当社は 6 月決算であるため、当社に対する同監査法人の業務停止期間は、平成 18 年 7
月 1 日から平成 18 年 7 月 31 日の 1 ヶ月間となります。 
 当社監査役会として、一時会計監査人の選任について検討してまいりましたが、当社への監査

業務停止期間は 1 ヶ月であり、他の一時会計監査人を選任すると引継ぎ等に相当な期間を要する

ものと思われ、他の監査法人等が実質的に監査業務を開始するまでの間に中央青山監査法人の業

務停止期間が経過してしまうことを考慮し、当社の業務内容を熟知している中央青山監査法人を

一時会計監査人に選任する事が妥当と判断いたしました。 
   また、中央青山監査法人の行政処分に対する真摯な受止め方、再発防止に向けた全面的な法人

改革を行っている姿勢並びにこれまでの適正かつ厳格な監査業務の実績を鑑み、平成 18 年 8 月

1 日、中央青山監査法人を一時会計監査人に選任することを決定いたしました。 
 
２．選任する会計監査人の名称及び事務所 
   名    称：中央青山監査法人 
   事務所所在地：東京都千代田区霞ヶ関三丁目２番５号 霞ヶ関ビル 
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